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令和５年度９月補正予算の概要について 

 
 

令和５年１０月５日 

（単位：千円） 

一 予算規模  

 

 １ 一 般 会 計      

            補   正   額                 １６,４４５,１３９ 

 

 

                   補 正 後 の 規 模               ６２０,６８３,４５５ 

 

 

                   前年度９月補正後予算との対比          △２９,８４０,６２０ 

                                       （４.６％減） 
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  《補正予算の財源》 

 

    特 定 財 源                             １５,２４６,３１１ 

 

国  庫  支  出  金               １０,０２９,８９９ 

 

 

           県      債          ５,１７７,０００ 

 

 

そ   の   他                  ３９,４１２ 

 

 

 

    一 般 財 源                             １,１９８,８２８ 

 

                      繰 越 金                   １,１９８,８２８ 
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 ２ 特 別 会 計 

 

   秋田港飯島地区工業用地整備事業特別会計             １４１,５３６ 

 

 

 ３ 企 業 会 計 

 

   工 業 用 水 道 事 業 会 計                            ７９,０９１ 

 

＜債務負担行為＞ 

   下 水 道 事 業 会 計             （１２,３３２,６０１） 
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二 補正予算の主な内容 

今回の補正予算は、７月の大雨による被害対策に要する経費のほか、物価高騰対策、新型コロナ

ウイルス感染症対策、新秋田元気創造プランに基づく事業等について計上した。 

 

 Ⅰ ７月の大雨による被害対策 

 

 １ 被災者・被災事業者への支援                    １,１３８,７７３ 

 

（１） 医療・福祉施設災害復旧事業                     ５１１,１９２ 

被害を受けた医療・福祉事業者の再建を支援するため、施設等の復旧に 

要する経費を助成する。 

①医療施設等災害復旧事業                    335,093 千円 

      ・補 助 先  政策的医療実施機関、医療関係者養成所施設 

・補助対象 施設や医療設備等の復旧費 

      ・補 助 率 1/2（国 10/10） 

      ・補助件数 病院３件、診療所等 17 件、看護学校 1 件 

     ②社会福祉施設等災害復旧事業                  160,099 千円 

      ・補 助 先  社会福祉施設  

・補助対象 施設や設備等の復旧費 

      ・補 助 率 3/4（国 2/3、県 1/3） 

      ・補助件数 ３件 
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     ③社会福祉施設等県単災害復旧事業             16,000 千円 

      国庫補助対象外となる社会福祉施設の事業継続を支援するため、秋田 

      市と協調して施設等の復旧に要する経費を助成する。 

      ・補 助 先 社会福祉施設 

      ・補助対象 備品等購入経費及び修繕費（建物及び附属設備） 

      ・補 助 率 2/3（県 1/2、秋田市 1/2 ※秋田市以外 県 10/10） 

      ・限 度 額 50 万円（下限 10 万円） 

      ・補助件数 約 60 件 

 

（２） 農業経営等復旧・継続支援対策事業                 １６０,８１２ 

被害を受けた農業経営等の再建を支援するため、農地や生産施設等の復 

旧及び被災農業者等の再生産に向けた取組に対し助成する。 

①農地復旧支援事業                     49,393 千円 

・補 助 先  大雨による被害について市町村長から認定された農業者等 

・補助対象 漂着・堆積物の除去経費、農地の保全管理費 

・補 助 率 1/3（県 10/10） 

②農業経営等継続支援事業                111,419 千円 

・補 助 先 大雨による被害について市町村長から認定された農業者等 

・補助対象 施設・機械等の復旧費、農畜産物の病害虫防除・消毒経費、 

種子・種苗・稚魚・生産資材の購入費 等 

・補 助 率 水稲・大豆への支援 1/3（県 10/10） 

           園芸作物等・畜産・水産への支援 1/2（県 10/10） 
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＜債務負担行為＞ 

○農業経営等復旧・継続支援対策事業                 （１１１,３２６） 

令和６年度における土壌改良資材、種子、種苗、生産資材等の購入費用 

を助成する。 

・設定期間 令和６年度 

 

（３） 林業・木材産業経営復旧・継続支援対策事業                ６,２５０ 

被害を受けた林業・木材産業経営の再建を支援するため、機械・設備の 

復旧に対し助成する。                   

・補 助 先 林業経営体・木材加工企業 

・補助対象 高性能林業機械・木材加工設備の復旧費 

・補 助 率 1/2（県 10/10） 

 

（４） 被災事業者再建支援事業                        ３２６,１５０ 

被害を受けた事業者の事業継続を支援するため、設備等の復旧に要する 

経費を助成する。 

・補 助 先 県内小規模事業者、中小企業者 

・補助対象 施設・設備の修繕費、設備の購入費等 

・補 助 率 小規模事業者への支援 2/3（国 2/3、県 1/3） 

中小企業者への支援 1/2（県 10/10） 

・限 度 額 50 万円（下限 10 万円） 

・補助件数 約 650 件 
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（５）中小企業振興資金保証料補助金                      ３,００８ 

直接的・間接的に被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために 

創設した「災害復旧資金（大雨災害復旧特別融資）」の保証料を補助する。  

    【中小企業災害復旧資金（大雨災害復旧特別融資）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜債務負担行為＞ 

○中小企業振興資金保証料補助金                    （４３,３０８） 

・設定期間 令和６～21 年度 

 

（６）あきた安全安心住まい推進事業（住宅リフォーム推進＜災害復旧支援枠＞）１１２,０００ 

被害を受けた住宅の復旧に要する経費を支援する。 

     ・補 助 先 半壊または床上浸水以上の被災住宅 

     ・補助内容 災害復旧に係る工事費 

     ・補 助 率 補助対象工事費の 10％ 

     ・限 度 額 ８万円 

     ・補助件数 約 1,400 戸 

融 資 枠 ６億円  貸付期間 10年（据置２年含む）  

貸付限度額 3,000万円 

対    象 直接的又は間接的な被害を受けた県内中小企業者 

使   途 運転資金、設備資金 

融資利率 1.35％（セーフティネット保証４号認定の場合は1.15％）  

保証料率 0.00％ 

実施期間 令和５年８月～12月 
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２ 災害復旧事業                                         １４,６０１,１２２ 

 

（１）災害復旧対策事業                        １４,３４１,１２２ 

①国庫補助事業                         12,002,922 千円 

被害を受けた土木施設、農業用施設の復旧を行う。 

・現年発生土木災害復旧事業      7,725,100 千円 

・農業用施設災害復旧事業    1,363,197 千円 

・林道施設災害復旧事業     1,163,000 千円 

・農地災害復旧事業       1,151,625 千円 

・災害関連緊急治山等事業      550,000 千円 

・林地荒廃防止施設及び地すべり    50,000 千円 

      防止施設災害復旧事業     

②県単独事業                        2,338,200 千円 

被害を受けた土木施設の復旧等を行う。 

・県単道路補修事業                962,500 千円 

・県単河川改良事業                836,500 千円 

・河川改修事業                    450,000 千円 

・県単砂防事業                     15,000 千円 

・県単治山事業           68,200 千円 

・県単治山施設災害復旧事業     6,000 千円 
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（２）農地・農業用施設小災害支援事業                   ２６０,０００ 

国の災害復旧事業の対象とならない小規模な災害復旧を行う農家等の負 

担軽減を図るため、農家等への助成を行う市町村等を支援する。 

・補助対象 農地及び農業用施設 

・補 助 率 1/3（県 10/10 ただし、市町村の補助率以内） 

 

 Ⅱ 物価高騰対策 

 

（１）ものづくり革新総合支援事業（省エネ生産設備更新型）         １０４,６３９ 

     電力等の価格高騰の影響を受けている中小企業（製造業）の中長期的な 

    生産性向上等を促進するため、省エネ化に要する経費の一部を助成する。 

・補 助 先 県内中小企業者（製造業） 

・補助対象 エネルギー効率の向上に資する生産設備の更新等 

・補 助 率 2/3（県 10/10） 

・限 度 額 1,000 万円（下限 200 万円） 

 

（２）商業・サービス産業経営革新事業（省エネ設備更新枠）         １６４,７２０ 

電力等の価格高騰の影響を受けている中小企業（製造業以外）の中長期的 

な生産性向上等を促進するため、省エネ化に要する経費の一部を助成する。 

・補 助 先 県内中小企業者（製造業以外） 

・補助対象 エネルギー効率の向上に資する事業用設備の更新等 

・補 助 率 2/3（県 10/10） 

・限 度 額 1,000 万円（下限 100 万円） 
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 Ⅲ 新型コロナウイルス感染症対策 

 

 （１）新興感染症対策事業（新型コロナウイルス感染症分）          １８３,９６５ 

    ①総合案内窓口設置事業                 61,920 千円 

     新型コロナウイルス感染症に関する総合案内窓口の設置を継続する。 

②受診相談センター設置事業                   38,100 千円 

新型コロナウイルス感染症に関する医療相談窓口の設置を継続する。 

③新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金      83,340 千円 

     市町村が実施する新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金対象事 

     業に要する経費に対し助成する。 

     ・補 助 先 秋田市 

     ・補助対象 秋田県新型コロナウイルス感染症総合案内窓口の設置等 

     ・補 助 率 10/10（国 10/10） 

④指定医療機関病床確保事業                               605 千円 

     過大交付となった医療機関への病床確保料について、国に返還する。 
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 Ⅳ 新秋田元気創造プランに基づく事業 

 

（１）新県立体育館整備事業                         ５４,９１８ 

新体育館のＰＦＩ事業者選定に向け、専門知識を有するアドバイザーの支 

援を得て実施方針の策定等を行うとともに、建設地の測量等を実施する。 

①ＰＦＩアドバイザリー業務委託             23,000 千円 

②ＰＦＩ事業審査会開催                  1,184 千円 

③建設地事前調査                    30,734 千円 

 

  ＜債務負担行為＞ 

○ＰＦＩアドバイザリー業務委託                    （４６,９６０） 

・設定期間 令和６年度 

 

（２）医療保健福祉計画推進事業                         １,９９６ 

今後の二次医療圏の広域化に伴う新たな医療提供体制について、理解促進 

に向けた住民説明会等を行う。                                  

 

（３）あきたで農業を！新規参入者定着事業                    １０,８００ 

新規参入者の確保と定着を図るため、農業協同組合によるサポート体制の 

整備に要する経費に対し助成する。                                      

・補 助 先 ＪＡ秋田しんせい 

・補助対象 研修用ハウス、防除機 

・補 助 率 1/2（国 10/10） 
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（４）水産物流通機能強化支援事業                        ２５,０００ 

漁業協同組合の経営基盤強化に向けた取組に対し助成する。                                 

・補 助 先 秋田県漁業協同組合 

・補助対象 高圧受電設備の更新等 

・補 助 率 1/2（国 10/10） 

 

（５）造林地集積促進事業                           １１,０００ 

再造林を促進するため、森林所有者と林業経営体との連携による造林地の 

集積に対し助成する。 

・対象面積 355ha から 410ha に拡大                                 

・補 助 先 ⅰ）林業経営体 ⅱ）秋田県再造林推進協議会 

・補 助 率 定額（県 10/10） 

・限 度 額 ⅰ）15 万円/ha  ⅱ）５万円/ha 

 

（６） 青少年交流センター施設設備更新事業                  ４,８４８ 

センターの冷暖房設備を更新するため、基本設計及び実施設計を実施する。 
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  ＜債務負担行為＞ 

   秋田臨海処理センターエネルギー供給拠点化事業        （１３,２２３,１１７）  

ＣＯ２排出削減とエネルギーの自立化を実現するため、秋田湾・雄物川流 

域下水道秋田臨海処理センター敷地内に再生可能エネルギー設備を導入する。  

    ①下水道事業会計分                        (12,332,601 千円) 

     ・設定期間 令和６～28 年度 

     ・導入設備 消化ガス発電設備、風力発電設備、太陽光発電設備 

    ②一般会計分                         (890,516 千円) 

     ・設定期間 令和６～８年度 

     ・導入設備 向浜地区公共施設群に向けて再生可能エネルギーを供給す 

           るための自営送電線 
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 Ⅴ そ の 他 

 

（１） 給与システム改修事業                        １５,４００ 

会計年度任用職員に係る報酬等支給事務の効率化を図るため、給与システ 

ムの改修を実施する。 

 

＜債務負担行為＞ 

○指定管理者制度導入施設の管理運営事業                   （３,４７４） 

    令和６年度の管理に係る協定を締結する施設について設定する。 

 

 

 

 

 

施  設  名 契 約 締 結 期 間 債務負担行為額（千円） 

秋田駒ヶ岳情報センター  令和６年度 3,474 


